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基本的方向性１：社会を生き抜く力の養成

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標２（課題探求能力の修得）

基本施策８ 学生の主体的な学びの確立に向けた大学教育の質的転換

８－１ 改革サイクルの確立と学修支援環境整備

○ 平成２７年度予算において、

・学生の能動的学修や体系的な教育課程の編成などに積極的に取り組む国

立大学に対する支援（国立大学法人運営費交付金等（平成２７年度予算

：１兆１，００６億円）の内数）

・全学的・組織的に大学教育の質的転換等の改革に取り組む私立大学等に

対して、経常費・設備費・施設費による一体的な支援（私立大学等改革

総合支援事業（平成２７年度予算：２０１億円）の内数）

・学生の能動的な活動を取り入れた授業内容・方法の改善や、学生の学修

成果を把握しそのデータに基づいた授業改善、長期学外学修プログラム

実施等の大学教育改革に取り組む大学に対する支援（大学教育再生加速

プログラム（平成２７年度予算：１２億円）の内数）等を計上した。

○ 就職・採用活動開始時期変更について、平成２５年４月に内閣総理大臣

より経済団体に対し、平成２７年度卒業・修了予定者から、広報活動の開

始時期を卒業・修了前年度の３月に、採用選考活動の開始時期を卒業・修

了年度の８月に見直すよう要請（同内容は日本再興戦略（平成２５年６月

閣議決定）にも盛り込まれており、（一社）日本経済団体連合会において

は、平成２５年９月に同戦略に則した形で「採用選考活動に関する企業の

倫理憲章」を見直し、「採用選考に関する指針」を策定）。

さらに、平成２５年１１月に再チャレンジ担当大臣・文部科学大臣、厚

生労働大臣、経済産業大臣の連名により、外資系企業や中小企業などが加

入する団体を含めた主要経済・業界団体等計４４７団体に対し、総理要請

の趣旨・内容を踏まえた就職・採用活動が行われるよう、傘下団体・企業

への周知徹底・協力を要請。

大学等に対しては、平成２５年４月に文部科学大臣より、国民や社会の

期待に応える人材を育成するため、大学改革や大学教育の質的転換に積極

的に取り組むよう要請するとともに、通知や説明会等を通じ、就職・採用

活動開始時期変更の趣旨について周知を図った。

また、平成２７年１月に内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省

が連携し、外資系企業や中小企業などが加入する団体を含めた主要経済・

業界団体等計４４３団体及び大学等に対し、就職・採用活動時期変更につ
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いて再周知の要請等を実施。

その後、（一社）日本経済団体連合会が、平成２７年度の就職・採用活

動の実態や経済界の要望等を踏まえ、平成２７年１２月に、「採用選考に

関する指針」及び「「採用選考に関する指針」の手引き」を改定し、平成

２８年度の採用選考活動の開始時期を卒業・終了年度の６月とした。

これらを受けて、平成２７年１２月に内閣府、文部科学省、厚生労働省、

経済産業省が連携し、外資系企業や中小企業などが加入する団体を含めた

主要経済・業界団体等計４４１団体及び主要求人情報サービス会社約５２

０社に対し、採用選考活動の実施に当たり、学生に対する授業、試験、留

学、教育実習等への配慮等について、要請を実施。

○ 大学教育の質的転換に向けた取組として、全ての大学に対し、卒業認定

・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）及び入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を一体的に策定し、公表するものとしたとともに、各大学が三

つのポリシーを策定及び運営する際の参考指針となるガイドラインを策定

予定。

（大学改革への支援について）

→ 引き続き、教学マネジメント確立などの改革に取り組む大学を重点的

に支援することにより、高大接続等の実現に向けた大学教育の質的転換

を進める。

就職・採用活動開始時期変更について）

→ 引き続き、政府、大学等、経済界で就職・採用活動開始時期変更の円

滑な実施に向けた取組を行う。

８－２ 専門スタッフの活用と教員の教育力の向上

○ 平成２５年度先導的大学改革推進委託事業において、ファカルティ・デ

ィベロップメント（ＦＤ）、教学に関わるデータ分析等、専門スタッフの

活用と教員の教育力の向上に関する調査研究を実施。また、体系的ＦＤの

受講と大学設置基準第１４条（教授の資格）に定める「大学における教育

を担当するにふさわしい教育上の能力」の関係について、平成２７年度先

導的大学改革推進委託事業において調査研究を実施。

○ 中央教育審議会大学分科会において、スタッフ・ディベロップメント（Ｓ

Ｄ）をはじめとした大学の組織運営の在り方について審議し、各大学にお

いて職員（事務職員だけでなく、教員や技術職員を含む。）を対象とした

研修の機会のを設けるものとする旨の制度改正を予定。
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→ 引き続き、中央教育審議会大学分科会において、大学の組織運営の高

度化に向けた議論を行う。

８－３ 学修成果の把握に関する研究・開発

○ 平成２５年度先導的大学改革推進委託事業において、「学修成果の把握

と学修成果の評価についての具体的方策に関する調査研究」を実施。

○ 平成２７年度予算において、高等学校や社会との円滑な接続の下、三つ

のポリシーに基づき、入口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った

大学教育を実現するため、教育内容、学習・指導方法、評価方法等の大学

教育改革に取り組む大学に対する支援を実施（大学教育再生加速プログラ

ム（平成２７年度予算：１２億円）の内数）（基本施策８－１の再掲）。

→ 各大学における学修成果の把握や学修成果の評価の取組を推進するた

め、認証評価における評価事項への位置づけ等を含め、その推進方策に

ついて中央教育審議会等において審議し、方向性がまとまったものから

順次対応を実施。

８－４ 「プログラムとしての学士課程教育」という概念の定着のための検討

○ 平成２４年８月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教

育の質的転換に向けて」の内容の周知を行うことにより、「プログラムと

しての学士課程教育」という概念の定着を図った。

→ 引き続き同答申の内容の周知を図り、「プログラムとしての学士課程

教育」という概念の定着に向けた取組を行っていく。

８－５ 大学院教育の改善・充実

○ 平成２７年９月に中央教育審議会審議まとめ「未来を牽引する大学院教

育改革」を取りまとめた。これを踏まえ、今年度中に「第３次大学院教育

振興施策要綱」を文部科学大臣決定予定。

○ 「博士課程教育リーディングプログラム」を通じ、大学院において、優

秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍す

るリーダーへと導くため、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠を超

えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プロ

グラムの構築・展開を３３大学６２プログラムに対し支援。
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→ 「博士課程教育リーディングプログラム」の中間評価を行い、プログ

ラムの構築状況、プログラムの定着や修了者のキャリアパスの確立に向

けた見通しについて確認する。

→ 卓越大学院（仮称）形成に向けて、産学官からなる検討会において、

平成２７年度中を目途に、分野の設定や複数の機関が連携する仕組みに

ついて示し、平成２８年度以降、大学における企業との連携による構想

作り等、具体化に向けた取組を開始予定。

８－６ 短期大学の役割・機能の検討推進

○ 中央教育審議会大学分科会大学教育部会の下に、短期大学ワーキンググ

ループを設置（平成２５年９月）し、短期大学の機能の充実・再構築など

を含む短期大学の在り方について審議（全８回）し、平成２６年８月に「短

期大学の今後の在り方について」を取りまとめた。

→ 本審議まとめを受け、関係者の意見や、高等教育における今後の改革

の動向等を踏まえつつ、引き続き短期大学の振興方策について検討を行

う。

基本施策９ 大学等の質の保証

９－１ 大学教育の質保証のためのトータルシステムの確立

○ 中央教育審議会等を中心に、以下の通り、大学教育の質保証のためのト

ータルシステムの確立に向けて検討中。なお、方向性が取りまとまった事

項については、順次制度改正等を実施。

【設置基準】

教員及び事務職員等が大学等の運営に必要な能力を身に付け、向上

させるための取組（スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ））の推進

等について、現在、中央教育審議会大学教育部会において審議中。

【設置認可】

大学の設置認可制度の改善について、中央教育審議会大学分科会及

び大学設置・学校法人審議会における審議等を踏まえ、

・「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の

基準」を改正し、平成２５年度審査から、学生確保の見通しや人材

養成に対する社会的な需要の見通しに関する審査体制を充実すると

ともに、大学新設案件については理事長及び学長予定者から設置構

想全体について説明を求める審査を実施

・「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」

を改正し、より充実した審査を行うために審査期間を延長するとと
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もに、認可後に余裕を持って学生募集が行えるよう認可時期を早期

化（平成２８年度開設予定案件から適用）

・「学位の種類及び分野の変更等に関する基準」を改正し、届出設置

制度を適切に運用するため、学際領域の取扱い等についての制度改

正等に取り組んでいる。

【認証評価】

平成３０年度から始まる第３期の機関別評価に向けて、認証評価制

度については、高大接続改革の指摘を踏まえた評価項目・方法への転

換（策定・公表が義務化されたディプロマ・ポリシー（学位授与の方

針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）、ア

ドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）に関する評価や、各

大学の自立的な改革サイクルとしての内部質保証機能を重視した評価

等）について、現在、中央教育審議会大学分科会において審議中。

→ 中央教育審議会大学教育部会において、大学の質保証のためのトー

タルシステム全体の在り方を踏まえつつ大学設置基準や認証評価の改

善等について引き続き審議し、改善の方向性が取りまとまった事項か

ら順次必要な制度改正等を行っていく予定。

９－２ 大学情報の積極的発信

○ 平成２７年３月から大学ポートレートが本格稼働し、大学の多様な教育

活動の情報を発信。また、「大学ポートレート運営会議」及び「ステーク

ホルダーボード」等を開催し、発信情報項目の充実等、大学ポートレート

の更なる改善に向けて検討を実施。

→ 「大学ポートレート運営会議」での審議を踏まえ、国内外への情報発

信等の充実を図っていく。

９－３ 大学評価の改善

○ 平成３０年度から始まる第３期の機関別評価に向けて、認証評価制度の

在り方（大学におけるＰＤＣＡサイクルの機能に着目した評価、評価に関

する業務の効率化等）について、現在中央教育審議会大学教育部会におい

て審議中（基本施策９－１再掲）。

○ 経済産業省は、平成２５年度より産学連携拠点構築に取り組む大学等に

おいて、産業界の意見を反映しつつ、各大学の特色に応じた、産学連携活

動の客観的なＰＤＣＡサイクルの評価制度や、産学間の知的財産権の運用

ルール、産学連携・人材流動化を促進させる制度改革のモデルを構築する

とともに、産学連携活動を通じて構築したモデルの実証・検証を行う「産
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学連携評価モデル・拠点モデル実証事業」を実施。

平成２６年度は８事業者を採択。【経済産業省】

→ 認証評価制度の改善については、中央教育審議会大学教育部会におい

て引き続き審議し、改善の方向性が取りまとまった事項から順次必要な

制度改正等を行っていく予定（基本施策９－１再掲）。

→ 引き続き各大学の特色に応じた評価の仕組みの構築を通じて、世界的

な産学連携拠点の構築・発展を推進していく【経済産業省】

９－４ 分野別質保証の取組の推進

○ 日本学術会議に対して審議の促進を依頼している「分野別の教育課程編

成上の参照基準」について、既に第２期教育振興基本計画策定時に策定さ

れている４分野に加え、その後新たに１８分野において策定。

→ 「分野別の教育課程編成上の参照基準」の策定については、日本学術

会議において、哲学等の未策定の分野において、引き続き策定に向けた

審議を進める予定。

９－５ 国際的な高等教育の質保証の体制や基盤の強化

○ 平成２３年度より、単位互換等の質の高い大学間交流を行う「キャンパ

ス・アジア」パイロットプログラム１０件を実施（Ｈ２３～２７）。平成

２７年４月に上海において、キャンパス・アジアの進め方を審議する日中

韓大学間交流・連携推進会議（第５回）を開催し、パイロットプログラム

終了後のキャンパス・アジアの拡大と持続可能な発展の方向性などについ

て合意。

交流学生数（予定）：１，３５１名（派遣）、１，３００名（受入）〈Ｈ２３～２７〉

交流学生数（実績）：８６名（派遣）、３３名（受入）〈Ｈ２３〉

３３７名（派遣）、２９７名（受入）〈Ｈ２４〉

３６７名（派遣）、３７４名（受入）〈Ｈ２５〉

４０７名（派遣）、２９３名（受入）（Ｈ２６〉

○ 平成２７年６月にタイで、「第３回ＡＳＥＡＮ＋３高等教育の流動性・

質保証に関するワーキング・グループ」を開催し、「学生交流のためのガ

イドライン」案について合意。
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→ 平成２８年度日中韓大学間交流・連携推進会議（第６回）において、

キャンパス・アジアの新規プログラムの採択などについて審議予定。

→ ２０１６年にマレーシアで開催する「ＡＳＥＡＮ＋３教育大臣会合」

に「学生交流のためのガイドライン」を提出予定。また、同年にフィリ

ピンで開催する「第４回ＡＳＥＡＮ＋３高等教育の流動性・質保証に関

するワーキング・グループ」において、新たに「留学証明のためのガイ

ドライン」案の作成に着手。

基本施策１０ 子どもの成長に応じた柔軟な教育システム等の構築

１０－１ 子どもの成長に応じた柔軟な教育システム等の構築

○ 大学への飛び入学等については、現在、高等学校に２年以上在学した者

であり、大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認める者は、

当該大学への飛び入学が可能となっている※。ただし、この場合、高校を

卒業せずに大学へ入学することから、高校卒業資格が得られない（基本施

策１４－１の再掲）。

※現行の飛び入学制度は平成９年度に導入。これまで導入した大学は９大学、延べ１２３人（平成２７年）

○ 子供の成長に応じた柔軟な教育システムの構築については、平成２６年

７月に、教育再生実行会議において、小中一貫教育の制度化や大学への飛

び入学者を対象とする高等学校の早期卒業の制度化、国際化に対応した大

学及び大学院の入学資格要件の緩和、高等学校専攻科修了者の大学への編

入学の制度化、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化、フ

リースクール等の位置付けの検討を提言。これを受け、平成２６年１２月、

中央教育審議会において、小中一貫教育の制度化、大学への飛び入学者を

対象とする高等学校卒業程度認定制度の創設、国際化に対応した大学及び

大学院入学資格要件の拡大、高等学校専攻科修了者に係る大学編入学拡充

を答申。

→ 大学への飛び入学者を対象とした高等学校卒業程度認定制度の創設及

び国際化に対応した大学及び大学院入学資格の拡大については、省令及び

告示を改正予定。

１０－２ 高大接続における「点からプロセス」による質保証システムへの

転換

○ 高大接続については、教育再生実行会議の提言を踏まえつつ、中央教育

審議会において、平成２６年１２月、高等学校教育、大学教育、大学入学

者選抜の一体的改革に向けた「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に

向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について（答
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申）」を取りまとめ。

○ また、中央教育審議会の答申を踏まえ、平成２７年１月に、高大接続改

革を着実に実行する観点から、文部科学省として今後取り組むべき重点施

策とスケジュールを示した「高大接続改革実行プラン」を策定・公表。

○ 新たに導入する高等学校基礎学力テスト（仮称）及び大学入学希望者学

力評価テスト（仮称）、各大学の個別選抜の改革や多様な学習状況・学習

成果の評価の在り方など、高大接続改革の実現に向けた具体的な方策につ

いて検討する、「高大接続システム改革会議」を立ち上げた。平成２７年

９月に中間まとめを行い、同年度内を目途に最終報告予定。

○ 大学教育の質的転換に向けた取組として、全ての大学に対し、卒業認定

・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）及び入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を一体的に策定し、公表するものとしたとともに、各大学が三

つのポリシーを策定及び運営する際の参考指針となるガイドラインを策定

予定。

→ 「高大接続改革実行プラン」に基づき、高等学校教育改革、大学教育

改革、大学入学者選抜改革を一体的に推進するため、平成２８年度予

算案において５０億円（関連予算を含む）を計上。

→ 平成３２年度からの「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の導

入等に向けて、必要な取組を実施する。

→ 引き続き、教学マネジメント確立などの改革に取り組む大学

を重点的に支援することにより、高大接続等の実現に向けた大学教育の

質的転換を進める（８－１再掲）。

成果目標４（社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等）

基本施策１３ キャリア教育の充実，職業教育の充実，社会への接続支援，

産学官連携による中核的専門人材，高度職業人の育成の充実・強化

１３－１ 社会的・職業的自立に向け必要な能力を育成するキャリア教育の

推進

○ 平成２６年４月に「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方

（平成９年９月に当時の文部省、通商産業省、労働省の３省で作成）」を

文部科学省、厚生労働省、経済産業省で改訂を行い、インターンシップの

普及・推進を図った。また、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実

体制整備事業（インターンシップ等の取組拡大）」において、大学等にお

けるインターンシップの推進を担う専門人材の育成や中小企業におけるイ

ンターンシップ受入れ拡大等に取り組む地域インターンシップ推進組織

（複数の大学と地域経済団体等で構成）の活動を通じ、地域全体へのイン

ターンシップ等の普及・定着を図った。
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○ 経済産業省は、平成２５年度より産業界の求める実践的能力を持った高

度イノベーション創出人材の育成や産学間の人材流動化によるイノベーシ

ョンの創出を目指し、「中長期研究人材交流システム構築事業」を通じて

理系修士課程・博士課程在籍者等を対象にした企業の研究現場における中

長期（２か月以上）の研究インターンシップの枠組み構築を支援している。

複数企業・複数大学により設立されたコンソーシアムにおいて、マッチン

グシステムの整備や中長期研究インターンシップに係る課題の抽出等が行

われた。【経済産業省】

→ 高等教育段階では、「日本再興戦略」等に基づき、大学等のインター

ンシップ等の充実に向け、インターンシップの単位認定や、より教育効

果の高いインターンシップ（中長期、有給等）の普及・促進に取り組む

→ 中長期研究インターンシップの普及・定着に向け、引き続き環境整備

に取り組む。

１３－２ 学校横断的な職業教育の推進

○ 専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校等と産業

界等が協働し、地域や産業界の人材ニーズに対応した、社会人等が学びや

すい教育プログラムを開発・実証する取組を推進。

○ また、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

（平成２３年１月中央教育審議会答申）において、個々人が生涯にわたり

学習して職業能力を向上させ、その成果が適正に評価され、社会指標とな

るような枠組みの構築が期待されるとされ、英国、オーストラリア、韓国

等は、生涯学習推進等のため、必要な職業能力をレベル分けして可視化し、

これと学校段階との対応関係を明らかにする「資格枠組み」（ＮＱＦ）を

構築している。我が国においても、実情に合った学習・評価システム構築

に向け、海外事例についての調査研究等を進めた。

→ 引き続き、成長分野等における中核的専門人材や高度人材の養成を図

るとともに、特に、社会人等の学び直しを全国的に推進していく。

→ 学習成果の評価・活用の取組の充実については、その方策についてさ

らに検討を行う。

１３－３ 各学校段階における職業教育の取組の推進

○ 「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（平

成２３年１月中央教育審議会答申）、「日本再興戦略－ＪＡＰＡＮ ｉｓ

ＢＡＣＫ－」（平成２５年６月閣議決定）や「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」（平成２６年１２月閣議決定）等を踏まえ、実践的な職業教育
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に取り組んでいるところ。

○ 教育再生実行会議第五次提言を受け、平成２６年１０月から、有識者会

議において、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化につい

て議論し、平成２７年３月に基本的な方向性について取りまとめた。

○ 産業構造の変化や技術の高度化への対応が求められる中、各高等専門学

校がそれぞれの地域性や特色、立地条件等に応じた多様な発展を目指し、

自主的・自律的な改革を進めている。平成２７年度は７校が地域や産業界

のニーズに対応した学科再編を実施。

○ 平成２７年度から「産学連携サービス経営人材育成事業」により、大学

等がサービス事業者と産学コンソーシアムを組成し、サービス産業の経営

に関する専門的・実践的な教育プログラムを産学協同で開発することに対

して支援を開始。１７大学等の支援を行っているところ。

→ 産業構造の変化、技術の高度化、少子化の進行、社会・産業・地域ニ

ーズ等を踏まえ、高等専門学校の教育研究の個性化、活性化、高度化が

より一層進展するよう、学科再編等を一層推進する施策を講じる。

→ 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関については、有識者会議

の取りまとめを受けて、平成２７年４月に中央教育審議会に諮問してお

り、現在検討を行っている。

１３－４ 社会への接続支援

○ 平成２５年度・平成２６年度卒業者に対して、文部科学省、厚生労働省

及び経済産業省が連携し、未内定の学生等が１人でも多く卒業までに就職

できるよう、年度末に「未内定就活生への集中支援」を実施し、大学の就

職相談員等とジョブサポーターとの連携による個別支援の徹底等に取り組

んだ。【厚労省】

○ 平成２７年度卒業予定者の平成２７年１２月１日現在の大学（学部）の

就職内定率は８０．４％となっており、前年同期に比べて、わずかではあ

るが上昇している。しかし一方で、未内定の学生が一定数存在しているこ

とから、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省が連携し、未内定の学生

等が１人でも多く卒業までに就職できるよう、平成２８年１月から３月末

までを集中支援期間とし、「未内定就活生への集中支援２０１６」を実施

し、大学の就職相談員等とジョブサポーターとの連携による個別支援の徹

底等に取り組んでいる。【厚労省・経産省】

○ また、政府においては、就職・採用活動開始時期変更の円滑な実施に向

けて取り組んだ（８－１参照）。

○ さらに、平成２７年１０月より順次施行している青少年の雇用の促進等

に関する法律（昭和４５年法律第９８号）に基づき、若者の適職の選択に

必要な職場情報の提供の仕組みを創設する等の措置を講ずるとともに、文

部科学省と連携して、労働法制の周知や中退者に対する就職支援の強化に
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取り組んでいる。【厚労省】

→ 引き続き、政府、大学等、経済界で就職・採用活動開始時期変更の円

滑な実施に向けた検討を行うとともに、雇用のミスマッチの解消に向け

関係省庁と連携した取組を行う。

→ 引き続き、学生等の就職・採用活動を支援するための環境整備に向け

て、若者雇用促進法の円滑な施行と着実な実施を行う。【厚労省】

１３－５ 社会人の学び直しの機会の充実

○ 「日本再興戦略－ＪＡＰＡＮ ｉｓ ＢＡＣＫ－」（平成２５年６月閣

議決定）等を踏まえ、専修学校、大学、大学院等が産業界と協働し、地域

や産業界の人材ニーズに対応した、社会人等が学びやすい教育プログラム

を開発・実証することや、若者等の学び直しの支援のための独立行政法人

日本学生支援機構の奨学金制度の弾力的運用（大学等で過去に無利子奨学

金の貸与を受けて学んだ学生等が、社会人になって再び大学等で学び直す

際にも、無利子奨学金の貸与を受けることを可能とする（同学種（例：学

部→学部）間の再貸与の制限の緩和））など、社会人の学び直し機会の充

実に取り組んだ。

○ 平成２７年７月に、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大

を目的として、社会人や企業等のニーズに応じた大学・大学院・短期大学

・高等専門学校における実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成

プログラム（ＢＰ）として文部科学大臣が認定する制度を創設し、同年１

２月に制度創設後初めて１２３課程を認定した。

○ 放送大学では、約９万人の学生のうち有識者が６５．１％（平成２７年

度）を占めており、資格関連科目等、社会人の学び直しに対応した教育内

容の充実を図った。また、ラジオ授業科目について、インターネット配信

を実施するとともに、スマートフォン・タブレット端末等向けの配信を実

施。さらに、平成２７年度からはオンライン授業を開講し、働きながらで

も学びやすい環境の整備に取り組んでいる。

また、社会人等の多様なニーズに対応した学習機会を提供することなど

を目的に、特定の分野の学習を体系的に行ったことを証明する、履修証明

制度に基づいた科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）を実施して

いる。

→ 引き続き、専修学校、大学、大学院等と産業界等が協働し、地域や産

業界の人材ニーズに対応した、社会人等が学びやすい教育プログラムを

開発・実証する取組を推進する。

→ 引き続き、「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）認定制度を活用し

大学等における社会人の学び直しをより一層促進していく。
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→ 平成２７年４月より「誰もが学び続け、活躍できる『全員参加型社会

の実現のための政策連絡会議」を開催し、教育行政と労働、福祉行政の

連携強化のため、文部科学省と厚生労働省が中長期的な視点に立った政

策協議や、情報共有・連絡調整などを実施。

→ 放送大学においては、オンライン上でディスカッションやレポートを

実施する授業（オンライン授業）や放送授業等により、女性のキャリア

デザインなど社会的ニーズを踏まえた授業科目や資格関連科目等の充実

に取り組む。
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基本的方向性２：未来への飛躍を実現する人材の養成

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標５（社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の養成）

基本施策１４ 優れた才能や個性を伸ばす多様で高度な学習機会等の提供

１４－１ 優れた才能や個性を伸ばす仕組みの推進

○ 現在、高等学校に２年以上在学した者であり、大学の定める分野におい

て特に優れた資質を有すると認める者は、当該大学への飛び入学が可能と

なっている。ただし、この場合、高校を卒業せずに大学へ入学することか

ら、高校卒業資格が得られない。

○ 現行の飛び入学制度は平成９年度に導入。これまで導入した大学は９大

学（うち１大学は２６年度より募集停止）、延べ１２３人（平成２７年）。

○ 高等専門学校教育の高度化及び深化に向けて、高等専門学校の全ての学

生が修得すべき到達目標を設定したモデル・コアカリキュラムの導入に向

けた取組を推進。

○ 急速な社会経済のグローバル化を踏まえ、国際的に活躍できる実践的技

術者を育成するため、高等専門学校教育のグローバル化に向けた取組を実

施。

○ 産業構造の変化や技術の高度化への対応が求められる中、各高等専門学

校がそれぞれの地域性や特色、立地条件等に応じた多様な発展を目指し、

自主的・自律的な改革を進めている。平成２６年度は２校が地域や産業界

のニーズに対応した学科再編を実施。

→ 大学への飛び入学者を対象とする高等学校卒業程度認定制度の創設に

ついての中央教育審議会答申（平成２６年１２月）を踏まえ、必要な制

度改正等を行う。

→ 高等専門学校固有の機能の充実強化に向け、産業構造の変化、技術の

高度化、少子化の進行、社会・産業・地域ニーズ等を踏まえ、高等専門

学校の教育研究の個性化、活性化、高度化を推進する施策を講じる。

１４－２ 理数系人材の養成

○ 今後の理工系人材の育成・確保のため「理工系人材育成戦略」を平成２

７年３月策定。同戦略の充実・具体化を図るため、平成２７年５月に「理

工系人材育成に関する産学官円卓会議」を設置。同会議において、産業界

で求められている人材の育成や育成された人材の産業界における活躍の促

進方策等について、産学官それぞれに求められる役割や具体的な対応を検
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討している。

○ 「国際原子力人材育成イニシアティブ（公募事業）」として、大学、高

専機構、民間企業等が実施する学生等を対象とした高度原子力教育や放射

線取扱実習等の取組を通じて、原子力の基盤と安全を支えるために必要な

幅広い原子力人材の育成を目指している。平成２７年度予算において２７

件の取組を支援。

○ 「宇宙航空科学技術推進委託費（公募事業）」として、小中学生から大

学院生まで、それぞれのレベルに応じた教材開発、実験機会の提供等を通

じて、将来の宇宙航空に携わる人材の育成を目指している。平成２７年度

については５件の事業を選定。

→ 「理工系人材に関する産学官円卓会議」において、産学官それぞれに

求められる役割や具体的な対応について、「理工系人材育成に関する産

学官行動計画」として取りまとめる予定。

基本施策１５ 大学院の機能強化等による卓越した教育研究拠点の形成，大

学等の研究力強化の促進

１５－１ 独創的で優秀な研究者等の養成

○ 我が国の学術研究の将来を担う優秀な若手研究者に対して、研究奨励金

を支給する特別研究員事業を実施。平成２７年度の支援対象は、ＤＣ（博

士課程後期の学生）４，５１５人、ＰＤ（博士の学位取得者等）１，１２

６人。

○ 複数の大学等でコンソーシアムを形成し、企業等とも連携して、若手研

究者等の流動性を高めつつ、安定的な雇用を確保しながらキャリアアップ

を図る仕組みを構築する大学等を支援。平成２７年度までに１０件の取組

に支援を実施。

○ テニュアトラック制（公正に選抜された若手研究者が、安定的な職を得

る前に、任期付きの雇用形態で自立した研究者として経験を積む仕組）を

実施する大学等を支援。平成２７年度までに５８機関に支援を実施。

○ 博士人材の多様なキャリアパスを切り拓くため、ポストドクターを対象

に、企業等における長期インターンシップ（３か月以上）の機会の提供等

を行う大学等を支援。平成２７年度までに３６大学に支援を実施。

○ 女性研究者の一層の活躍を促進するため、女性研究者の研究と出産・育

児・介護等との両立や研究力の向上を図るための取組を行う大学等を支

援。平成２７年度までに１２０件の取組に支援を実施。

○「博士課程教育リーディングプログラム」を通じ、大学院において、優秀

な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍する

リーダーへと導くため、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠を超え

て博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プログ

ラムの構築・展開を３０大学６２プログラムに対し支援。
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→ 「博士課程教育リーディングプログラム」の中間評価を行い、プログ

ラムの構築状況、プログラムの定着や修了者のキャリアパスの確立に向

けた見通しについて確認する。

→ 第５期科学技術基本計画や、博士課程（後期）の学生に対する経済的

支援の実施状況も踏まえつつ、優れた学生が将来への見通しを持って大

学院で学べるよう、経済的支援の更なる充実を図る。

→ 科学技術・学術審議会（人材委員会）において、若手研究者の育成・

研究環境整備や、研究者全体の流動性を促す仕組の構築、指導的立場に

おける女性研究者の活躍促進等に向けて行われた提言も踏まえ、卓越研

究員制度の創設の検討を行った。今後、第５期科学技術基本計画に基づ

き、卓越研究員制度をはじめとした科学技術イノベーション人材育成施

策が講じられることとなる。

１５－２ 大学等の研究力強化の促進

（世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ））

○ 大学等への集中的な支援により、システム改革の導入等の自主的な取組

を促し、優れた研究環境と高い研究水準を誇る国際研究拠点の形成を目指

す「世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）」を平成１９年度よ

り推進している（平成２７年度は９拠点を支援）。

（頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業）

○ 「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業」の実施を

通じて、海外のトップクラスの研究機関と研究者の派遣・受入れを行う大

学等研究機関を重点的に支援（平成２７年度に支援を行った大学等研究機

関数は６４件（継続課題５２件、平成２７年度新規採択課題１２件））。

（共同利用・共同研究拠点）

○ 共同利用・共同研究拠点（以下、「拠点」という）の取組について、国

立大学法人運営費交付金、「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」に

より支援。国立大学の拠点について、既存拠点の期末評価を実施するとと

もに、平成２８年度からの拠点として７７拠点（新規９拠点、更新６８拠

点）を認定（平成２８年１月現在、国公私立４９大学９９拠点）。

（大規模学術フロンティア促進事業）

○ 国際的競争と協調による国内外の多数の研究者が参画する学術の大規模

プロジェクトを、学術版「ロードマップ」で示された優先度に基づき、戦

略的・計画的に推進する「大規模学術フロンティア促進事業」により、新

たに位置付けられたプロジェクト「新しいステージに向けた学術情報ネッ

トワーク（ＳＩＮＥＴ）整備」を含む１０プロジェクトを支援。

○ 年次計画に基づき、評価の実施時期に該当するプロジェクトの主要な研

究テーマの進捗状況及び成果の評価等を実施。
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（国立大学等における先端研究設備の整備）

○ 火山災害の軽減に資する研究の充実・強化のために必要な経費を平成２

７年度補正予算において計上。

（研究大学強化促進事業）

○ 世界水準の優れた研究活動を行う大学群を増強し、我が国全体の研究力

強化の促進に資するため、平成２５年度から「研究大学強化促進事業」を

実施し、２２の支援対象機関の研究力強化の取組を支援（支援期間１０年

間、支援規模２～４億円／年）。平成２７年度は、事業の着実な実施を促

進することを目的としたフォローアップを実施。

（科学研究費助成事業）

○ 平成２７年度は、「国際共同研究加速基金」の創設による国際共同研究

や海外ネットワーク形成の促進、「特設分野研究基金」の創設による新し

い審査方式の先導的試行の充実等に取り組むなど、科研費の抜本的な改革

に着手。また、第５期科学技術基本計画の期間（平成２８～３２年度）を

展望した改革の基本的な考え方や工程を示した「科研費改革の実施方針」

を策定。

（世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ））

→ 平成２８年度において引き続き９拠点の支援を行う。

（頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業）

→ 平成２８年度においては４８件程度の大学等研究機関に支援を行うこ

とで、引き続き海外の研究機関との国際研究ネットワークの戦略的な構

築を図り、国際的な頭脳循環の促進に取り組む。

（共同利用・共同研究拠点）

→ 拠点の取組について、国立大学法人運営費交付金、「特色ある共同研

究拠点の整備の推進事業」により支援。

→ 平成２５年度から認定されている公私立大学の拠点について、中間評

価を行う。

（大規模学術フロンティア促進事業）

→ 平成２８年度は、平成２７年度の東京大学宇宙線研究所 梶田隆章氏

のノーベル物理学賞受賞に直接貢献した宇宙素粒子観測装置「スーパー

カミオカンデ」の観測を含む１０プロジェクトについて引き続き支援を

行う。

（研究大学強化促進事業）

→ 平成２８年度は、平成２５年度に採択された２２機関について引き続

き支援を行うとともに、平成２９年度に行う中間評価の実施方針の検討

に着手する。

（科学研究費助成事業）

→ 平成２７年度に策定した「科研費改革の実施方針」に基づき、平成２

８年度中に、新たな学問領域の創成や異分野融合などにつながる挑戦的
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な研究を促進することとし、大胆な挑戦的研究を見出すためのプログラ

ムについて公募・審査を開始する。加えて、審査区分（分科細目）の大

括り化と総合審査方式などの新しい審査方式を組み合わせた、新たな審

査システムの平成３０年度からの導入に向けた準備を進め、本年中に見

直し内容を決定する予定。

（競争的資金制度）

→ 複数の競争的資金制度における研究費の合算による共用設備の購入に

ついて、合算使用の条件等を関係府省間で今後検討予定。

１５－３ イノベーション創出に向けた産学官連携の推進

○ イノベーション創出に向け、大学等の研究成果を基にした産学の共同研

究開発や、知的財産の活用などを推進。

○ 「革新的イノベーション創出プログラム（ＣＯＩ ＳＴＲＥＡＭ）」で

は、１８のＣＯＩ拠点において、将来社会のビジョンからバックキャスト

で研究開発課題を設定した上で、既存の概念を打破し、革新的な研究成果

に基づく実用化を目指した産学連携によるアンダーワンルーフでの研究開

発を集中的に実施。

○ 「産学官連携リスクマネジメント推進事業」を通じて、全国の大学等に

おける産学官連携リスクマネジメント体制の整備・システム構築の支援を

実施。

→ 大学自身による知的財産戦略を策定しそれに応じた自律的な知的財産

マネジメントを行うことを促す。

→ 平成２７年度は、トライアルからＣＯＩ拠点に昇格した拠点も含め、

プログラム全体のビジョン実現に向けた若手人材育成支援等の取組を加

速させる（平成２８年度予算（案）：８９億円（平成２７年度予算額：

８２億円））。

→ 引き続き、「産学官連携リスクマネジメント推進事業」を実施する。

基本施策１６ 外国語教育，双方向の留学生交流・国際交流，大学等の国際

化など，グローバル人材育成に向けた取組の強化

１６－１ 英語をはじめとする外国語教育の強化

（高等教育段階）

○ 平成２７年５月に入学者選抜においてＴＯＥＦＬ等の活用を推奨するこ

となどを記載した平成２８年度大学入学者選抜実施要項を各大学に通知す

るとともに、入試担当者等が集まる会議において入学者選抜におけるＴＯ

ＥＦＬ等の活用について説明を実施。平成２６年度大学入学者選抜におい

て、２７３大学が活用。

○ 平成２４年度より実施している「経済社会の発展を牽引するグローバル

人材育成支援」において、採択４２大学に対して、学生のグローバル力を
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強化するための組織的な取組の一つとして、ＴＯＥＦＬ等の外部検定試験

の活用を含め、高等学校段階における外国語力・留学経験等の適切な評価

を行う入試の導入を促進。

○ ＴＯＥＦＬ等の入学者選抜等での活用など、国際化に取り組む大学をス

ーパーグローバル大学として重点支援（平成２７年度予算額：７７億円）。

（高等教育段階）

→ 「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」について、平

成２８年度に実施する平成２７年度のフォローアップにおいて、語学力

を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組状況を把握す

るとともに、引き続き促進する。

１６－２ 高校生・大学生等の留学生交流・国際交流の推進

○ グローバル人材育成の基盤形成事業により、各都道府県が行う留学フェ

ア等の開催に係る経費の補助を実施（平成２６年度：留学フェア等開催回

数３８回（２４都道県））。

○ 優秀な外国人留学生の戦略的な受入れを促進するため、平成２５年１２

月に「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を取りま

とめ、外国人留学生受入れの重点地域等及び対応方針を設定。

○ 国内外の学生の交流促進や住環境の機能充実を図るため、平成２６年７

月に「留学生３０万人計画実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関

する検討会報告書」を取りまとめ。

○ 日本全体で若者の海外留学への機運を高めるため、官民協働海外留学推

進戦略本部を立ち上げ、留学促進キャンペーン「トビタテ！留学ＪＡＰＡ

Ｎ」を開始。イベントの開催等留学の魅力や方法を伝えるための取組を政

府だけではなく、官民協働で実施。

○ 官と民が協力した海外留学支援制度「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ 日本

代表プログラム」を平成２６年度に創設。第１期から第４期までに計１，

４２０人を採用し、順次派遣を開始している。平成２７年度より高校生コ

ースを開始し、第１期生として３０３人を採用し、順次派遣を開始。また、

地域に定着するグローバル人材を育成するため「地域人材コース」を平成

２７年度より開始し、平成２８年３月までに１４地域事業を採択。

→ 外国人留学生の受入れを促進するため、戦略的な受入れを行うととも

に、「留学生３０万人計画」の実現に向け、奨学金の充実、住環境等の

生活支援、日本国内での就職支援等の受入れ環境の充実、留学コーディ

ネーターの配置や現地で入学許可を出す仕組みづくり等による「攻め」

の留学生施策を実施する。

→ 意欲と能力のある若者全員に留学機会を付与し、日本人留学生の倍増

（６万人から１２万人へ）を目指すため、引き続き留学促進キャンペー



- 19 -

ン「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」を推進し、若者の海外留学への機運醸

成や、奨学金等の拡充による留学経費の負担軽減を図る。

１６－３ 高校・大学等の国際化のための取組への支援

（大学等）

○ 平成２４年度より実施している「経済社会を牽引するグローバル人材育

成支援」採択４２大学において、英語での授業の実施率、外国人教員数、

海外で学位を取得した教員数に係る達成目標を設定。５年間で事業全体と

して５万８，１９２人の学生を派遣予定。

○ 平成２３年度より実施している「大学の世界展開力強化事業」採択６０

プログラムにおいて、日本からの派遣学生数と海外からの受入れ学生数に

係る達成目標を設定。９年間で事業全体として２万６１６人（派遣１１，

４９８人、受入９，１１８人）の学生を交流予定。

○ 平成２６年度に新規採択を行った「スーパーグローバル大学創成支援」

３７件において、世界と競うトップレベルの大学を目指す力のある大学や

国際化を牽引するグローバル大学を重点支援し、大学教育の国際通用性の

向上、研究力向上にも繋がる国際的な環境基盤の整備を実施。（平成２７

年度予算額：７７億円）。

○ 中央教育審議会の議論を踏まえ、平成２６年１１月に外国大学とのジョ

イント・ディグリーを実施するための大学設置基準等を改正。

○ 平成２５年１０月に、文部科学省に設置した「学事暦の多様化とギャッ

プタームに関する検討会議」が意見を取りまとめ、希望する学生がギャッ

プイヤー・プログラムを経験できる環境を整備するという方向性が示され

た。これを受けた支援策として、長期学外学修プログラム実施等の大学教

育改革に取り組む大学に対する支援（大学教育再生加速プログラム（平成

２７年度予算：１２億円）の内数））を計上。

〇 平成２６年１２月に中央教育審議会において「子供の発達や学習者の意

欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について（答

申）」が取りまとめられ、我が国として留学生等を積極的に受け入れ、国

際化を推進していく観点から、大学・大学院入学資格要件（１２年又は１

６年の教育課程の修了）の拡大に係る制度改正の方針（大学入学資格：文

部科学大臣が対象国を指定、大学院入学資格：認証評価を受けた３年以上

の学士課程の学位を有している場合）が提言された。

（職業教育の質保証等）

○ 職業教育の質の保証や、国際通用性の確保のための学修成果を海外で証

明できる仕組みの構築については、「今後の学校におけるキャリア教育・

職業教育の在り方について」（平成２３年１月中央教育審議会答申）にお

いて、個々人が生涯にわたり学習して職業能力を向上させ、その成果が適

正に評価され、社会指標となるような枠組みの構築が期待されるとされ、

英国、オーストラリア、韓国等は、生涯学習推進等のため、必要な職業能
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力をレベル分けして可視化し、これと学校段階との対応関係を明らかにす

る「資格枠組み」（ＮＱＦ）を構築。我が国においても、実情に合った学

習・評価システム構築に向け、海外事例についての調査研究等を進めた。

（大学等）

→ ①「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援」、②「大学の世界

展開力強化事業」、③「スーパーグローバル大学創成支援」それぞれの

事業において、平成２８年度に実施する平成２７年度のフォローアップ

において、目標の達成状況を把握するとともに、目標の達成を促す。

（職業教育の質保証等）

→ 職業教育の質の保証や、国際通用性の確保のための学修成果を海外で

証明できる仕組みの構築については、その方策について更に検討が必要。

１６－４ 国際的な高等教育の質保証の体制や基盤の強化（基本施策９－５

の再掲）
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基本的方向性３：学びのセーフティネットの構築

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標６（意欲ある全ての者への学習機会の確保）

基本施策１７ 教育費負担の軽減に向けた経済的支援

１７－４ 大学・専門学校等に係る教育費負担軽減

○ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することなく

安心して学べるよう、平成２６年８月に取りまとめた「学生への経済的支

援の在り方について」（報告書）を踏まえ、貸与人員の増員等、大学等奨

学金事業の充実を図った。平成２７年度予算においても、①無利子奨学金

の貸与人員の増員、②貸与基準を満たす年収３００万円以下の世帯の学生

等全員への貸与の実現、③より柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の導

入に向けた詳細な制度設計や、システム開発等の対応の加速など、大学等

奨学金事業の充実を図った。

【参考】独立行政法人日本学生支援機構大学等奨学金事業

＜平成２７年度予算額＞

・貸与人員 無利子奨学金：４６万人

（対前年度比１．９万人増（うち新規増８，６００人））

※このほか被災学生等分７，０００人

［有利子奨学金：８７．７万人］

・事業費 無利子奨学金：３，１２５億円

（対前年度比１２５億円増）

※このほか被災学生等分４８億円

［有利子奨学金：７，９６６億円］

○ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することなく安

心して学べるよう、授業料減免等の充実を図っている。国立大学について

は授業料免除枠を拡大するとともに、学内ワークスタディへの支援を行う

こととしている。公立大学では、全ての大学が授業料減免制度を設けてお

り、平成２６年度実績で約１．２万人に対して３４．１億円の減免措置が

なされている。私立大学については授業料減免等事業に加え、平成２５年

度より学内ワークスタディ事業、産業界との連携協力関係に基づく減免等

奨学制度への支援を行う産学合同スカラーシップ事業を実施。国立高等専

門学校において、学生の経済状況に関わらず修学の機会が得られるよう、

授業料等の減免枠を拡大。

【参考】平成２７年度予算
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＜国立大学＞

免除対象人数：約０．３万人増

平成２６年度：約５．４万人→平成２７年度：約５．７万人

＜私立大学＞

授業料減免等対象人数：約０．３万人増

平成２６年度：約３．９万人→平成２７年度：約４．２万人

※公立大学については、地方交付税の算定にあたり、授業料収入の１１．５％分を授業料減免等

に係る欠損分として、考慮している。

→ 意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することなく

安心して学べるよう、引き続き、学生等の経済的支援の在り方について

検討し、大学等奨学金事業及び授業料減免等の充実を図る。

【参考】（独）日本学生支援機構 大学等奨学金事業 平成２８年度予算（案）

・貸与人員 無利子奨学金：４７万４千人

（対前年度比１．４万人増（うち新規増６，０００人））

※このほか被災学生等分５，０００人

[有利子奨学金：８４．４万人]

・事業費 無利子奨学金：３，２２２億円

（対前年度比９８億円増）※このほか被災学生等分３６億円

[有利子奨学金：７，６８６億円]

【参考】国立・私立大学の授業料減免等の充実にかかる平成２８年度予算（案）

＜国立大学＞

予算（案）：３２０億円（前年度比１３億円増）

免除対象人数：約５．９万人（前年度比約０．２万人増）

＜私立大学＞

予算（案）：８６億円（前年度比１億円増）

免除対象人数：約４．５万人（前年度比約０．３万人増）

成果目標７（安全・安心な教育研究環境の確保）

基本施策１９ 教育研究環境の整備や安全に関する教育の充実など学校にお

ける児童生徒等の安全の確保

１９－１ 安全・安心な学校施設

○ 国立大学等については、「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画」

に基づき、耐震化を含む老朽改善整備等を推進しており、平成２７年５月

現在の耐震化率は９６．４％に進捗した。（平成２６年５月現在：９４．

２％）また、屋内運動場等の吊り天井の落下防止対策については、平成２

７年度までの速やかな完了を目指し、平成２６年８月に天井撤去を中心と

した対策の一層の推進を要請する通知を発出するなど対策の加速化に向け

た取組を行っている。

○ 私立学校については、国公立学校施設の耐震化の進捗状況を勘案しつつ、
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できる限り早期の耐震化完了を目指しており、耐震化を促進するため、平

成２６年度の耐震改築事業制度の創設、補助要件の緩和、平成２７年度補

正予算における耐震化の長期低利融資に係る財政融資資金の計上など、国

庫補助と融資の両面で支援を推進。

【参考】私立学校施設の耐震化率（平成２７年５月現在）

幼稚園～高等学校等 ８３．５％

大学等 ８７．６％

→ 厳しい財政状況の下で効果的・効率的に学校施設の老朽化対策を行う

必要があるため、引き続き必要な予算の確保に努めるとともに、地方公

共団体における学校施設の長寿命化計画策定のための支援や講習会の実

施等を行うことにより、老朽化対策をより一層推進する。
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基 本 的 方 向 性 ４ ：

絆づくりと活力あるコミュニティの形成

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

成果目標８（互助・共助による活力あるコミュニティの形成）

基本施策２１ 地域社会の中核となる高等教育機関（ＣＯＣ構想）の推進

２１－１ ＣＯＣ構想を推進する高等教育機関への支援

○ 平成２５年度から自治体と連携して地域課題の解決に取り組む各大学の

支援として実施してきた「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」

を発展的に見直し、平成２７年度より新たに、複数の大学が、地域活性化

を担う自治体のみならず、人材を受け入れる地域の企業、地域活性化を目

的に活動するＮＰＯや民間団体等と事業協働機関を形成し、それぞれが強

みを活かして雇用創出や学卒者の地元定着率向上に取り組む事業を支援す

る「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」を実施し

ている。

○ 大学における公開講座の実施状況等の調査を行い、結果を公表している

ほか、公開講座を担当する教職員等が参加する研修会等でも、調査結果に

ついて説明を行うなど、大学公開講座の充実に向けた取組を実施。

→ 平成２７年度より実施している「地（知）の拠点大学による地方創生

推進事業（ＣＯＣ＋）」を平成２８年度以降も引き続き実施していく。
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４つの基本的方向性を支える環境整備

【平成２７年度の主な取組と今後の方向性】

基本施策２６ 大学におけるガバナンス機能の強化

２６－１ 大学におけるガバナンス機能の強化

〇 教授会の役割の明確化や国立大学法人の学長選考の透明化等を内容とす

る学校教育法及び国立大学法人法の改正案を提出し、平成２６年６月に成

立。また、法改正を受けて設置した検討会議における検討を受けて、８月

に施行通知等を発出、９月に全大学を対象とした説明会を開催、１２月に

各大学による内部規則等の総点検・見直しの進捗状況について調査を実施

し、中間状況を把握。各大学や大学団体等からの求めに応じて、教職員研

修会での説明や個別相談を随時実施。

○ 国立大学については、「国立大学改革強化促進事業」として、「ミッシ

ョンの再定義」を踏まえた学内資源配分の最適化のための大学や学部の枠

を越えた教育研究組織の再編成に向けた取組や人材の新陳代謝などの先導

的な取組を集中的かつ重点的に支援。

○ 私立大学等のガバナンス機能強化のための教育研究活動等への支援とし

て、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、教育の質

的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む大学を支

援するため、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

○ 学校法人の財務情報等について、一般に閲覧可能なホームページへ掲載

している法人の割合は９８．６％（平成２５年度）から９９．７％（平成

２６年度）に上昇。平成２７年度以降においても財務情報等の積極的な公

開に努めるよう、学校法人監事研修会や学校法人の運営等に関する協議会

等を通じ求めた。

○ 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会「競争力強化に向けた大

学知的資産マネジメント検討委員会」を設置し、平成２７年８月に「イノ

ベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について」を

取りまとめ。大学が有する研究経営資源（人、モノ、金等の知的資産）を

戦略的・効果的に活用する研究経営システムの確立に向けた大学経営の在

り方等を示したところ。

→ 私立大学等のガバナンス機能強化のための教育研究活動等への支援の

ため、引き続き必要な予算を確保する。

→ 研究経営システムの確立に資するよう、前掲１５－３の「産学官連携
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リスクマネジメント推進事業」に加え、平成２８年度より大学の研究経

営資源のマネジメントを担う人材育成及びその全国的な体制構築に向け

た「イノベーション経営人材育成システム構築事業」を実施する。

基本施策２７ 大学等の個性・特色の明確化とそれに基づく機能の強化（機

能別分化）の推進

２７－１ 国立大学の機能強化に向けた改革の推進

○ 今後の国立大学改革の方針や方策をまとめた「国立大学改革プラン」を

策定（平成２５年１１月）。

○ 各国立大学と文部科学省が意見交換を行い、研究水準、教育成果、産学

連携等の客観的データに基づき、各大学の強み・特色・社会的役割を整理

（ミッションの再定義）。

先行して整理を行った医学、工学、教員養成の３分野の結果については

平成２５年１２月に他分野に先行して公表した。また、その他の分野につ

いても、平成２６年４月に公表した。

○ 第３期中期目標期間において、国立大学が期待される役割を果たし、そ

の「知の創出機能」を最大化させていくための改革の方向性をとりまとめ

た「国立大学経営力戦略」を策定（平成２７年６月）。

○ 第１８５回臨時国会で成立した産業競争力強化法において、国立大学法

人から大学発ベンチャー支援会社への出資を可能とする制度改正を実施

（平成２６年４月１日公布）。これを受けて、東北大学、東京大学、京都

大学、大阪大学の４大学では、ベンチャー等支援会社を通じて大学発ベン

チャーに対する支援を行うため、全学的な体制の整備や、ベンチャー等支

援会社における技術や経営に知見のある役職員等の確保の準備を進めてき

たところ。既に全ての大学において、ベンチャー等支援会社が設立されて

おり、加えて、東北大学、京都大学、大阪大学においては、投資事業有限

責任組合（ファンド）も組成され、投資事業が開始されている。

○ 第３期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方の見直

しのため、文部科学省内に立ち上げた有識者検討会において議論を行い、

平成２７年６月１５日に審議まとめを公表した。

○ 「日本再興戦略」改訂２０１５に基づき、指定国立大学法人制度の創設

を目指し、国立大学法人法の改正案を提出。

→ 「国立大学改革プラン」及び「国立大学経営力戦略」に基づき、今後

速やかに、各国立大学の強み、特色を最大限生かした機能強化及び経営

力強化を図る。

２７－２ 私立大学等における教育研究活性化の促進・支援

○ 私立大学等における教育研究活性化の促進・支援のため、平成２５年度

より「私立大学等改革総合支援事業」として、教育の質的転換、グローバ
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ル化といった改革に全学的・組織的に取り組む大学を支援するため、経常

費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

→ 私立大学等の教育研究活性化の促進・支援のため、引き続き必要な予

算を確保する。

２７－３ 国公私立大学の枠を超えた大学間連携の促進

○ 各大学が自らの強みを活かしつつ、他大学との連携を深める取組を支援

することにより、大学全体として多様かつ高度な教育を展開。

【参考】

・教育・学生支援分野の共同利用拠点（平成２１年度～）：４６拠点を認定（平成２７年４月１日現在）

・教育課程の共同実施（平成２２年度～）：１０件

・様々な地域・分野での課題に対して各大学が連携・共同して解決に当たる取組を支援（大学間連

携共同教育推進事業）：４９件

→ 国公私の設置形態を超えた大学間連携を引き続き支援することによ

り、強みを活かした機能別分化と教育の質保証を推進する。

２７－４ 大学情報の積極的発信（基本施策９－２の再掲）

２７－５ 大学評価の改善（基本施策９－３の再掲）

基本施策２８ 大学等の財政基盤の確立と個性・特色に応じた施設整備

２８－１ 大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分

○ 国立大学については、平成２７年度予算において、継続的・安定的に教

育研究活動を実施できるよう、大学運営に必要な基盤的経費を確保すると

ともに、各大学の強み・特色を活かした機能強化への取組に必要な経費を

確保（国立大学法人運営費交付金：１兆９４５億円（対前年比１７７億円

減））。

○ また、「ミッションの再定義」を踏まえた学内資源配分の最適化のため

の大学や学部の枠を越えた教育研究組織の再編成に向けた取組や人材の新

陳代謝・若手研究者の採用拡大などの先導的な取組を集中的かつ重点的に

支援するなどの経費等を確保（国立大学改革強化促進事業：１６８億円（対

前年比１８億円減））。

○ 私立大学等については、私立大学等経常費補助により私立大学等の基盤

的経費の充実を図りつつ、近年は、定員充足状況に応じた配分の見直しを

実施。また、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、

教育の質的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む

大学を支援するため、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

○ 文部科学省では、全ての競争的資金制度について、間接経費比率を３０
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％措置。

→ 国立大学については、引き続き、国立大学法人運営費交付金など財政

基盤の確立を図るとともに、各大学の機能強化の方向性に応じた取組を

きめ細かく支援するため、３つの重点支援の枠組みを新設し、国立大学

改革を更に加速（平成２８年度予算（案）において、国立大学法人運営

費交付金を対前年度同額の１兆９４５億円を計上）。

→ 私立大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分の実施のため、引き

続き必要な予算を確保する。

２８－２ 個性・特色に応じた施設整備

○ 国立大学等施設においては、「第３次国立大学法人等施設整備５か年計

画」に基づき、大学等の機能強化につながる施設整備を図った。

【参考】「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画」（平成２３～２７年度）

・老朽改善整備（目標：約４００万㎡→平成２７年度：２５１．５万㎡（累計））

・狭隘解消整備（目標：約８０万㎡→平成２７年度：８７．２万㎡（累計））

・大学附属病院の再生（目標：約７０万㎡→平成２７年度：７６．５万㎡（累計））

○ 私立大学等については、特色ある教育・研究を実施するため、施設の安

全性の確保や教育研究機能の維持向上等、教育研究基盤の充実・強化に資

する施設・設備の整備事業に対して支援。特に、各大学の経営戦略に基づ

いて行う研究基盤の形成を支援するため、「私立大学戦略的研究基盤形成

支援事業」として、施設・設備等を重点的かつ総合的に支援。

→ 国立大学等施設については、依然として安全性・機能性の不足や老朽

化の更なる進行などの課題を有し、高度化・多様化する教育研究活動に

十分対応できていない状況にあることから、「第３次国立大学法人等施

設整備５か年計画」に基づき、厳しい財政状況の中にあっても必要な予

算を安定的・継続的に確保する。

→ 私立大学等の教育研究基盤となる施設・設備の整備に係る予算は減少

傾向にあるが、早期の耐震化完了や教育研究基盤の充実・強化のため、

引き続き必要な予算を確保する。

基本施策２９ 私立学校の振興

２９－１ 財政基盤の確立とメリハリある資金配分

○ 私立大学等については、私立大学等経常費補助により私立大学等の基盤

的経費の充実を図りつつ、近年は、定員充足状況に応じた配分の見直しを

実施。また、平成２５年度より「私立大学等改革総合支援事業」として、

教育の質的転換、グローバル化といった改革に全学的・組織的に取り組む

大学を支援するため、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援。

→ 私立大学等の財政基盤の確立とメリハリある配分の実施のため、引き
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続き必要な予算を確保する。

２９－２ 多元的な資金調達の促進

○ 学校法人への個人寄附に係る税額控除制度を導入（平成２３年）し、あ

わせて私立学校への寄附の促進に向けた「アクションプラン」を策定する

（平成２４年）など、税額控除制度を活用した寄附の促進を図った。

○ 平成２７年度の税制改正において、学校法人に対して個人が寄附した場

合に、税額控除を適用するための、学校法人の寄附実績要件を規模に応じ

て緩和。

○ 「平成２８年度税制改正の大綱」（平成２７年１２月２４日閣議決定）

においては、学校法人のうち、各事業年度の私立学校の経営に関する事業

の費用が１億円未満の法人についても、税額控除対象法人となるための要

件が緩和されることとなった。

→ 今後も引き続き、学校法人に対する寄附の促進に向けた取組を進める。

２９－３ 学校法人に対する経営支援の充実

○ 著しく重大な問題を抱える学校法人への対応について、制度上の課題及

び今後の対応の在り方を整理し、大学設置・学校法人審議会学校法人分科

会において取りまとめた報告書（「解散命令等に係る課題を踏まえた今後

の対応の在り方について」（平成２５年８月）も踏まえ、運営上重大な問

題のある学校法人に対する必要な措置の命令など、解散命令に至るまでの

間に段階的な措置を整備するために、私立学校法を改正。

○ 学校法人会計基準を改正（平成２５年４月）し、平成２７年度の施行に

向けて、学校法人監事研修会や学校法人の運営等に関する協議会等を通じ

て学校法人への周知を図った。

○ 一部の学校法人において、教育研究に直接必要な経費に充てられるべき

寄付金及び保護者等から徴収している教材料等について、不適切な取扱い

が行われているという事態が生じたことを受け、平成２７年３月に通知「学

校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について」を各

学校法人、都道府県に発出し、適正な会計処理を求めた。

○ 文部科学省所管学校法人を対象に、学校法人や私立学校の諸活動に関し

て、在学生保護者等関係者から支払われる金銭や在学生保護者等関係者に

対し負担を求めているものに係る会計処理の実態を把握するための調査を

実施。調査結果を踏まえ、平成２７年１２月に通知「学校法人における会

計処理等の適正確保について」を各学校法人に発出し、改めて適性な会計

処理を促した。

→ 引き続き、学校法人が自ら的確な経営判断を行うことができるよう必

要な経営指導・支援に取り組む。


